
JP 6708954 B2 2020.6.10

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　炭化珪素半導体装置であって、
　炭化珪素基板と、
　前記炭化珪素基板上に配置され、第１の導電型を有する、第１の炭化珪素層と、
　前記第１の炭化珪素層上に配置され、前記第１の導電型を有する第２の炭化珪素層と、
　前記第２の炭化珪素層上に配置され、前記第１の導電型と異なる第２の導電型を有する
、第３の炭化珪素層と、
　前記第３の炭化珪素層上に配置され、前記第１の導電型を有する、第４の炭化珪素層と
、
　前記第２の炭化珪素層、前記第３の炭化珪素層および前記第４の炭化珪素層を貫通する
ように形成され、前記第２の導電型を有する第１の不純物領域とを備え、
　トレンチが、前記第４の炭化珪素層から前記第３の炭化珪素層を貫通して前記第２の炭
化珪素層に達するように、前記炭化珪素半導体装置に形成され、
　前記炭化珪素半導体装置は、
　前記トレンチの壁に接触したゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜に接触し、かつ、前記トレンチに充填されたゲート電極と、
　前記トレンチの下方に前記トレンチの底部から離間して配置され、前記第２の導電型を
有する、第２の不純物領域と、
　前記第１の不純物領域に接するように前記第１の不純物領域の下方に形成され、前記第
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２の導電型を有し、かつ、前記第２の不純物領域に電気的に接続された第３の不純物領域
と、
　前記第２の不純物領域と前記第３の不純物領域との間に形成され、前記第１の導電型を
有する第４の不純物領域とを備え、
　前記第１の炭化珪素層と前記第２の炭化珪素層との界面からの前記第４の不純物領域の
深さは、前記界面からの前記第２の不純物領域の深さよりも小さい、炭化珪素半導体装置
。
【請求項２】
　前記第２の炭化珪素層の不純物濃度は、前記第１の炭化珪素層の不純物濃度よりも大き
く、
　前記第４の不純物領域の不純物濃度は、前記第２の炭化珪素層の不純物濃度よりも大き
く、
　前記第２の不純物領域の不純物濃度は、前記第４の不純物領域の不純物濃度よりも大き
い、請求項１に記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項３】
　前記トレンチの前記底部から前記第２の不純物領域までの距離をＤ1と表すと、
　０．１μｍ≦Ｄ1≦３．０μｍ
　の関係が成り立つ、請求項１または請求項２に記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項４】
　前記第３の不純物領域の横方向の幅は、前記第２の不純物領域の横方向の幅よりも小さ
い、請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項５】
　前記第２の不純物領域の横方向の幅は、前記トレンチの横方向の幅よりも大きい、請求
項１から請求項４のいずれか１項に記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項６】
　前記トレンチの底部における前記ゲート絶縁膜の厚さは、前記トレンチの側壁に接する
前記ゲート絶縁膜の部分の厚さよりも大きい、請求項１から請求項５のいずれか１項に記
載の炭化珪素半導体装置。
【請求項７】
　前記トレンチの側壁の結晶面方位が＜１－１００＞または＜１１－２０＞である、請求
項１から請求項６のいずれか１項に記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項８】
　前記トレンチは、｛０００－１｝面に対して傾斜した側壁面を有する、請求項１から請
求項７のいずれか１項に記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項９】
　前記炭化珪素半導体装置は、ＭＯＳＦＥＴであり、
　前記炭化珪素基板は、前記第１の導電型を有する、請求項１から請求項８のいずれか１
項に記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項１０】
　前記炭化珪素半導体装置は、ＩＧＢＴであり、
　前記炭化珪素基板は、前記第２の導電型を有する、請求項１から請求項８のいずれか１
項に記載の炭化珪素半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、炭化珪素半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体装置の高耐圧化、低損失化、高温環境下での使用などを可能とするため、
半導体装置を構成する材料として炭化珪素（ＳｉＣ）の採用が進められつつある。



(3) JP 6708954 B2 2020.6.10

10

20

30

40

50

【０００３】
　オン抵抗の低減にとって有利であるという観点から、炭化珪素半導体装置の分野におい
て、トレンチゲートを有するＭＯＳＦＥＴ（Metal Oxide Semiconductor Field Effect T
ransistor）またはトレンチゲートを有するＩＧＢＴ(Insulated Gate Bipolar Transisto
r）の開発が進められている。トレンチゲートを有する炭化珪素半導体装置においては、
トレンチ構造の底部においてゲート絶縁膜の絶縁破壊が生じやすいという課題が存在する
。
【０００４】
　このような課題を解決するための様々な構造が提案されている。たとえば国際公開２０
１２／０７７６１７号（特許文献１）、特開２０１２－９９６０１号公報（特許文献２）
および特開２０１３－６９９６４号公報（特許文献３）は、トレンチの下部に形成された
ｐ型拡散層を含む炭化珪素半導体装置を開示する。
【０００５】
　特開２０１３－１４５７７０号公報（特許文献４）は、ソース領域に形成された深いｐ
型領域を有する炭化珪素半導体装置を開示する。特開２０１４－４１９９０号公報（特許
文献５）は、埋め込まれたｐ型領域を有する炭化珪素半導体装置を開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開２０１２／０７７６１７号
【特許文献２】特開２０１２－９９６０１号公報
【特許文献３】特開２０１３－６９９６４号公報
【特許文献４】特開２０１３－１４５７７０号公報
【特許文献５】特開２０１４－４１９９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１～３に開示された炭化珪素半導体装置においては、ｐ型領域がトレンチの底
部に配置される。しかし、このような構造においては、狭窄抵抗が、そのｐ型領域と、ｐ
型のボディ領域との間に生じやすい。狭窄抵抗の抵抗値が高いことによって、炭化珪素半
導体装置のオン抵抗の増大をもたらす。
【０００８】
　また、そのｐ型領域においてアバランシェブレークダウンが生じた場合には、ゲート絶
縁膜を貫通してトレンチゲートに大電流が流れる可能性がある。すなわち、アバランシェ
ブレークダウンによって、ゲート絶縁膜が損傷する可能性がある。
【０００９】
　本発明の目的は、オン抵抗の増加を招くことなく、アバランシェブレークダウンの発生
時におけるゲート絶縁膜の損傷の可能性を低くすることができる炭化珪素半導体装置を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様に係る炭化珪素半導体装置は、炭化珪素基板と、第１の炭化珪素層と、
第２の炭化珪素層と、第３の炭化珪素層と、第４の炭化珪素層と、第１の不純物領域とを
備える。第１の炭化珪素層は、炭化珪素基板上に配置され、第１の導電型を有する。第２
の炭化珪素層は、第１の炭化珪素層上に配置され、第１の導電型を有する。第３の炭化珪
素層は、第２の炭化珪素層上に配置され、第１の導電型と異なる第２の導電型を有する。
第４の炭化珪素層は、第３の炭化珪素層上に配置され、第１の導電型を有する。第１の不
純物領域は、第２の炭化珪素層、第３の炭化珪素層および第４の炭化珪素層を貫通するよ
うに形成され、第２の導電型を有する。トレンチが、第４の炭化珪素層から第３の炭化珪
素層を貫通して第２の炭化珪素層に達するように、炭化珪素半導体装置に形成される。炭
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化珪素半導体装置は、トレンチの壁に接触したゲート絶縁膜と、ゲート電極と、第２の不
純物領域と、第３の不純物領域と、第４の不純物領域とを備える。ゲート電極は、ゲート
絶縁膜に接触し、かつ、トレンチに充填される。第２の不純物領域は、トレンチの下方に
トレンチの底部から離間して配置され、第２の導電型を有する。第３の不純物領域は、第
１の不純物領域に接するように第１の不純物領域の下方に形成され、第２の導電型を有し
、かつ、第２の不純物領域に電気的に接続される。第４の不純物領域は、第２の不純物領
域と第３の不純物領域との間に形成され、第１の導電型を有する。
【発明の効果】
【００１１】
　上記によれば、オン抵抗の増加を招くことなく、アバランシェブレークダウン時におけ
るゲート絶縁膜の破壊の可能性を低くすることができる炭化珪素半導体装置を実現できる
。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態に係る炭化珪素半導体装置の構造を示した断面図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る炭化珪素半導体装置のオン時の動作を説明するための
図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る炭化珪素半導体装置のオフ状態を説明するための図で
ある。
【図４】本発明の実施の形態に係る炭化珪素半導体装置の比較例の一部を示した断面図で
ある。
【図５】本発明の実施の形態に係る炭化珪素半導体装置に逆バイアス電圧が印加された時
にトレンチの底部の近傍に印加される電圧を説明するための部分拡大図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る炭化珪素半導体装置の比較例の構成を説明するための
部分拡大図である。
【図７】本発明の実施の形態に係る炭化珪素半導体装置のオン時に流れる電流を説明する
ための部分拡大図である。
【図８】本発明の実施の形態に係る炭化珪素半導体装置の別の構成の例を示した断面図で
ある。
【図９】本発明の実施の形態に係る炭化珪素半導体装置のさらに別の構成の例を示した断
面図である。
【図１０】図９に示されたＩＧＢＴの変形例を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　[本発明の実施形態の説明]
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同
一または対応する要素には同一の符号を付して、それらについての詳細な説明は繰り返さ
ない。
【００１４】
　本明細書中の結晶学的記載においては、個別方位を［］、集合方位を＜＞、個別面を（
）、集合面を｛｝でそれぞれ示している。結晶学上の指数が負であることは、通常、”－
”（バー）を数字の上に付すことによって表現されるが、本明細書中では数字の前に負の
符号を付すことで結晶学上の負の指数が表現される。また角度の記載には、全方位角を３
６０度とする系を用いている。
【００１５】
　最初に本発明の実施態様を列記して説明する。
　（１）本発明の一態様に係る炭化珪素半導体装置（１）は、炭化珪素基板（１０）と、
第１の炭化珪素層（１１）と、第２の炭化珪素層（１３）と、第３の炭化珪素層（１４）
と、第４の炭化珪素層（１５）と、第１の不純物領域（１６）とを備える。第１の炭化珪
素層（１１）は、炭化珪素基板（１０）上に配置され、第１の導電型を有する。第２の炭



(5) JP 6708954 B2 2020.6.10

10

20

30

40

50

化珪素層（１３）は、第１の炭化珪素層（１１）上に配置され、第１の導電型を有する。
第３の炭化珪素層（１４）は、第２の炭化珪素層（１３）上に配置され、第１の導電型と
異なる第２の導電型を有する。第４の炭化珪素層（１５）は、第３の炭化珪素層（１４）
上に配置され、第１の導電型を有する。第１の不純物領域（１６）は、第２の炭化珪素層
（１３）、第３の炭化珪素層（１４）および第４の炭化珪素層（１５）を貫通するように
形成され、第２の導電型を有する。トレンチ（２１）が、第４の炭化珪素層（１５）から
第３の炭化珪素層（１４）を貫通して第２の炭化珪素層（１３）に達するように、炭化珪
素半導体装置（１）に形成される。炭化珪素半導体装置（１）は、トレンチ（２１）の壁
に接触したゲート絶縁膜（２５）と、ゲート電極（３０）と、第２の不純物領域（１７）
と、第３の不純物領域（１８）と、第４の不純物領域（２０）とを備える。ゲート電極（
３０）は、ゲート絶縁膜（２５）に接触し、かつ、トレンチ（２１）に充填される。第２
の不純物領域（１７）は、トレンチ（２１）の下方にトレンチ（２１）の底部から離間し
て配置され、第２の導電型を有する。第３の不純物領域（１８）は、第１の不純物領域（
１６）に接するように第１の不純物領域（１６）の下方に形成され、第２の導電型を有し
、かつ、第２の不純物領域（１７）に電気的に接続される。第４の不純物領域（２０）は
、第２の不純物領域（１７）と第３の不純物領域（１８）との間に形成され、第１の導電
型を有する。
【００１６】
　上記によれば、オン抵抗の増加を招くことなく、アバランシェブレークダウン時におけ
るゲート絶縁膜の破壊の可能性を低くすることができる炭化珪素半導体装置を実現できる
。第２の不純物領域が、トレンチの下方にトレンチの底部から離間して配置される。した
がって、狭窄抵抗によるオン抵抗の増大を抑えることができる。さらに、アバランシェブ
レークダウンが発生した際にも、ゲート絶縁膜を貫通する電流が生じる可能性を小さくす
ることができる。したがって、ゲート絶縁膜の破壊の可能性を低くすることができる。
【００１７】
　（２）上記（１）の炭化珪素半導体装置において、第２の炭化珪素層（１３）の不純物
濃度（ＮD2）は、第１の炭化珪素層（１１）の不純物濃度（ＮD1）よりも大きい。第４の
不純物領域（２０）の不純物濃度（ＮJ）は、第２の炭化珪素層（１３）の不純物濃度（
ＮD2）よりも大きい。第２の不純物領域（１７）の不純物濃度（ＮBP）は、第４の不純物
領域（２０）の不純物濃度（ＮJ）よりも大きい。
【００１８】
　第２の炭化珪素層の不純物濃度が第１の炭化珪素層の不純物濃度よりも大きいことによ
り、炭化珪素半導体装置のオン抵抗を下げることができる。さらに、第４の不純物領域の
不純物濃度が第２の炭化珪素層の不純物濃度よりも大きいことにより、炭化珪素半導体装
置のオン抵抗を下げることができる。一方で、第２の不純物領域の不純物濃度は、第４の
不純物領域の不純物濃度よりも大きい。これにより、これにより所定の大きさの逆バイア
ス電圧が炭化珪素半導体装置にドレイン電極に印加された場合にも、第２の不純物領域が
完全に空乏化しにくくなる。ゲート絶縁膜に印加される電界を緩和することができるので
、ゲート絶縁膜が破壊する可能性を小さくすることができる。
【００１９】
　（３）上記（１）または（２）の炭化珪素半導体装置において、第１の炭化珪素層（１
１）と第２の炭化珪素層（１３）との界面（１１Ａ）からの第４の不純物領域（２０）の
深さ（ＤJ）は、その界面（１１Ａ）からの第２の不純物領域（１７）の深さ（ＤBP）よ
りも小さい。
【００２０】
　上記によれば、炭化珪素半導体装置のオン抵抗が上昇することを抑えることができる。
　（４）上記（１）から（３）のいずれかの炭化珪素半導体装置において、トレンチ（２
１）の底部（２１Ｂ）から第２の不純物領域（１７）までの距離をＤ1と表すと、０．１
μｍ≦Ｄ1≦３．０μｍの関係が成り立つ。
【００２１】



(6) JP 6708954 B2 2020.6.10

10

20

30

40

50

　上記によれば、オン抵抗の増大を抑えることができるとともに、アバランシェブレーク
ダウンが生じた際にゲート絶縁膜が破壊する可能性を小さくすることができる。
【００２２】
　（５）上記（１）から（４）のいずれかの炭化珪素半導体装置において、第３の不純物
領域（１８）の横方向の幅（ＷBP1）は、第２の不純物領域（１７）の横方向の幅（ＷBP2

）よりも小さい。
【００２３】
　上記によれば、第２の不純物領域に比べて第３の不純物領域のほうがアバランシェブレ
ークダウンが生じやすい。したがってアバランシェブレークダウンが生じた際にゲート絶
縁膜が破壊する可能性を小さくすることができる。
【００２４】
　（６）上記（１）から（５）のいずれかの炭化珪素半導体装置において、第２の不純物
領域（１７）の横方向の幅（ＷBP2）は、トレンチ（２１）の横方向の幅（Ｗtrench）よ
りも大きい。
【００２５】
　上記によれば、第２の不純物領域から広がる空乏層の横方向の幅を、トレンチの横方向
の幅よりも大きくすることができる。したがって、トレンチの底部において、ゲート絶縁
膜に印加される電界を低減することができる。
【００２６】
　（７）上記（１）から（６）のいずれかの炭化珪素半導体装置において、トレンチ（２
１）の底部におけるゲート絶縁膜（２５）の厚さ（ｔg1）は、トレンチ（２１）の側壁に
接するゲート絶縁膜（２５）の部分の厚さ（ｔg2）よりも大きい。
【００２７】
　上記によれば、トレンチの底部においてアバランシェブレークダウンが生じた場合にも
、ゲート絶縁膜が破壊する可能性を小さくすることができる。
【００２８】
　（８）上記（１）から（７）のいずれかの炭化珪素半導体装置において、トレンチ（２
１）の側壁（２１Ａ）の結晶面方位が＜１－１００＞または＜１１－２０＞である。
【００２９】
　上記によれば、炭化珪素半導体装置のオン抵抗を小さくすることができる。
　（９）上記（１）から（８）のいずれかの炭化珪素半導体装置において、トレンチ（２
１）は、｛０００－１｝面に対して傾斜した側壁面（２１Ａ）を有する。
【００３０】
　上記によれば、炭化珪素半導体装置のオン抵抗を小さくすることができる。
　（１０）上記（１）から（９）のいずれかの炭化珪素半導体装置は、ＭＯＳＦＥＴであ
る。炭化珪素基板（１０）は、第１の導電型を有する。
【００３１】
　上記によれば、炭化珪素半導体装置によって、トレンチゲートを有するＭＯＳＦＥＴを
実現できる。
【００３２】
　（１１）上記（１）から（９）のいずれかの炭化珪素半導体装置は、ＩＧＢＴである。
炭化珪素基板（１０）は、第２の導電型を有する。
【００３３】
　上記によれば、炭化珪素半導体装置によって、トレンチゲートを有するＩＧＢＴを実現
できる。
【００３４】
　[本発明の実施形態の詳細]
　本発明の実施の形態に係る炭化珪素半導体装置の一例として、ＭＯＳＦＥＴが以下に例
示される。
【００３５】
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　図１は、本発明の一実施形態に係る炭化珪素半導体装置の構造を示した断面図である。
図１を参照して、炭化珪素半導体装置１は、炭化珪素基板１０と、炭化珪素エピタキシャ
ル層１１，１２と、ゲート絶縁膜２５と、ゲート電極３０と、層間絶縁膜４０と、ソース
電極５０と、ドレイン電極７０とを含む。
【００３６】
　炭化珪素基板１０は、主面１０Ａ，１０Ｂを有する。主面１０Ａ，１０Ｂは互いに反対
の側に位置する。炭化珪素エピタキシャル層１１（第１の炭化珪素層）は、主面１０Ａ上
に配置される。炭化珪素エピタキシャル層１２は、炭化珪素エピタキシャル層１１上に配
置される。
【００３７】
　炭化珪素基板１０、および炭化珪素エピタキシャル層１１，１２は、第１の導電型を有
する。この実施の形態では、第１の導電型はｎ型である。炭化珪素基板１０、および炭化
珪素エピタキシャル層１１，１２は、たとえばＮ（窒素）などのｎ型不純物を含む。
【００３８】
　炭化珪素エピタキシャル層１２は、ドリフト領域１３、ボディ領域１４、ソース領域１
５およびディープ領域１６（第１の不純物領域）を含む。ドリフト領域１３、ボディ領域
１４、ソース領域１５は、層状に形成される。すなわち、ドリフト領域１３、ボディ領域
１４、ソース領域１５は、それぞれ、第２の炭化珪素層、第３の炭化珪素層、および第４
の炭化珪素層に相当する。
【００３９】
　ドリフト領域１３の導電型はｎ型である。ドリフト領域１３の不純物濃度は、炭化珪素
エピタキシャル層１２の不純物濃度に実質的に等しい。
【００４０】
　ボディ領域１４は、ドリフト領域１３上に形成される。ボディ領域１４は、第１の導電
型と異なる第２の導電型を有する。この実施の形態では、第２の導電型はｐ型である。ボ
ディ領域１４は、たとえばＡｌ（アルミニウム）やＢ（硼素）などのｐ型不純物を含む。
【００４１】
　ソース領域１５は、ボディ領域１４上に形成される。ソース領域１５の導電型はｎ型で
ある。ソース領域１５は、たとえばＰ（リン）などのｎ型不純物を含む。ソース領域１５
に含まれるｎ型不純物の濃度は、ドリフト領域１３のｎ型不純物の濃度よりも高い。
【００４２】
　ディープ領域１６は、ソース電極５０に接触する。ディープ領域１６は、ソース領域１
５、ボディ領域１４およびドリフト領域１３を貫通する。ディープ領域１６の底部１６Ｂ
は、炭化珪素エピタキシャル層１１と炭化珪素エピタキシャル層１２との界面１１Ａに接
触する。
【００４３】
　ディープ領域１６の導電型はｐ型である。ディープ領域１６は、たとえばＡｌ（アルミ
ニウム）などのｐ型不純物を含む。ディープ領域１６のｐ型不純物濃度は、ボディ領域１
４のｐ型不純物濃度よりも高い。ディープ領域１６は、ボディ領域１４およびソース電極
５０に電気的に接続される。
【００４４】
　トレンチ２１は、炭化珪素エピタキシャル層１２に形成される。トレンチ２１は、炭化
珪素エピタキシャル層１２の主面１２Ａ側に開口する。主面１２Ａは、界面１１Ａとは反
対側に位置する、炭化珪素エピタキシャル層１２の面である。
【００４５】
　トレンチ２１は、ソース領域１５およびボディ領域１４を貫通しつつ、ドリフト領域１
３に達する。トレンチ２１は、側壁面２１Ａおよび底部２１Ｂを有する。トレンチ２１の
底部２１Ｂは、界面１１Ａには接していない。すなわち、主面１２Ａからの深さ方向にお
いて、トレンチ２１の深さよりも、ディープ領域１６の深さのほうが大きい。「深さ方向
」とは、図１に示されたＹ方向に対応する。
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【００４６】
　側壁面２１Ａの結晶面方位は、＜１－１００＞または＜１１－２０＞である。ＭＯＳＦ
ＥＴのオン時には、チャネルがボディ領域１４において、トレンチ２１の側壁面２１Ａの
近傍に形成される。上記の結晶面方位を選択することにより、炭化珪素半導体装置１のオ
ン抵抗を下げることができる。
【００４７】
　ゲート絶縁膜２５は、主面１２Ａに接触するとともに、トレンチ２１の側壁面２１Ａお
よび底部２１Ｂに接触する。この実施の形態では、ゲート絶縁膜２５の材質は、ＳｉＯ２

（二酸化珪素）である。
【００４８】
　ゲート電極３０は、ゲート絶縁膜２５に接触するとともに、トレンチ２１を充填するよ
うにトレンチ２１の内部に配置される。ゲート電極３０は、たとえば不純物が添加された
ポリシリコンからなる。
【００４９】
　炭化珪素エピタキシャル層１１は、埋込領域１７，１８，２０を含む。埋込領域１７，
１８，２０の各々は、界面１１Ａに接する。
【００５０】
　埋込領域１７（第２の不純物領域）は、トレンチ２１の底部２１Ｂの下方に配置される
。埋込領域１７は、トレンチ２１の底部２１Ｂから離される。埋込領域１７の導電型はｐ
型である。埋込領域１７は、たとえばＡｌ（アルミニウム）などのｐ型不純物を含む。図
１には示されていないが、埋込領域１７は、埋込領域１８に電気的に接続される。
【００５１】
　埋込領域１８は、ディープ領域１６の底部１６Ｂに接する。埋込領域１８の導電型はｐ
型である。埋込領域１８は、たとえばＡｌ（アルミニウム）などのｐ型不純物を含む。埋
込領域１８は、ディープ領域１６に電気的に接続される。したがって、ディープ領域１６
、埋込領域１７、埋込領域１８は互いに電気的に接続される。
【００５２】
　埋込領域２０は、横方向において、埋込領域１７と埋込領域１８との間に配置される。
横方向とは、深さ方向に直交する方向であり、図１に示されたＸ方向に対応する。埋込領
域２０の導電型はｎ型である。埋込領域２０は、たとえばＰ（リン）などのｎ型不純物を
含む。
【００５３】
　層間絶縁膜４０は、たとえばＳｉＯ２（二酸化珪素）からなり、主面１２Ａ上に配置さ
れる。層間絶縁膜４０は、ゲート絶縁膜２５およびゲート電極３０に接触する。層間絶縁
膜４０は、ゲート絶縁膜２５とともにゲート電極３０を取り囲むように配置されて、ゲー
ト電極３０をソース電極５０から電気的に絶縁する。
【００５４】
　ソース電極５０は、ソース領域１５およびディープ領域１６に接触する。したがってソ
ース電極５０は、ソース領域１５およびディープ領域１６に電気的に接続される。
【００５５】
　ドレイン電極７０は、炭化珪素基板１０の主面１０Ｂに接触する。ドレイン電極７０は
、たとえばソース電極５０と同様の材料からなる。ドレイン電極７０は、炭化珪素基板１
０に電気的に接続される。
【００５６】
　次に、炭化珪素半導体装置１の構成についてさらに詳細に説明する。以下の記載におい
て、厚さとは、深さ方向（Ｙ方向）に沿った幅を意味する。
【００５７】
　炭化珪素エピタキシャル層１１の不純物濃度ＮD1は、１×１０14ｃｍ-3～２×１０16ｃ
ｍ-3の範囲内にある。炭化珪素エピタキシャル層１１の厚さｔ1は、３μｍ～１５０μｍ
の範囲内にある。好ましくは、不純物濃度ＮD1は、５×１０15ｃｍ-3程度であり、厚さｔ
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1は、１０μｍ程度である。
【００５８】
　炭化珪素エピタキシャル層１２の不純物濃度ＮD2は、１×１０15ｃｍ-3～５×１０17ｃ
ｍ-3の範囲内にある。炭化珪素エピタキシャル層１２の厚さｔ2は、１μｍ～５μｍの範
囲内にある。好ましくは、不純物濃度ＮD2は、５×１０16ｃｍ-3程度であり、厚さｔ2は
、２μｍ程度である。上記の通り、炭化珪素エピタキシャル層１２の不純物濃度ＮD2は、
ドリフト領域１３の不純物濃度に実質的に等しい。
【００５９】
　ボディ領域１４の不純物濃度は、１×１０17ｃｍ-3～１×１０19ｃｍ-3の範囲内にある
。ボディ領域１４の厚さは、０．２μｍ～１．５μｍの範囲内にある。好ましくは、ボデ
ィ領域１４の不純物濃度は、１×１０18ｃｍ-3程度であり、ボディ領域１４の厚さは、０
．５μｍ程度である。
【００６０】
　ソース領域１５の不純物濃度は、５×１０18ｃｍ-3～１×１０20ｃｍ-3の範囲内にある
。ソース領域１５の主面１２Ａからの深さは、０．１μｍ～０．５μｍの範囲内にある。
好ましくは、ソース領域１５の不純物濃度は、５×１０19ｃｍ-3程度であり、ソース領域
１５の主面１２Ａからの深さは、０．３μｍ程度である。
【００６１】
　ディープ領域１６の不純物濃度は、１×１０19ｃｍ-3～２×１０20ｃｍ-3の範囲内にあ
る。ディープ領域１６の主面１２Ａからの深さは、１．０μｍ～５．０μｍの範囲内にあ
る。好ましくは、ディープ領域１６の不純物濃度は、１×１０20ｃｍ-3程度であり、ディ
ープ領域１６の主面１２Ａからの深さは、２．０μｍ程度である。なお、ディープ領域１
６の主面１２Ａからの深さは、炭化珪素エピタキシャル層１２の厚さｔ2に実質的に等し
い。
【００６２】
　埋込領域１７および埋込領域１８は、実質的に同じ不純物濃度ＮBPおよび実質的に同じ
厚さを有する。埋込領域１７，１８の厚さとは、界面１１Ａからの深さに相当する。
【００６３】
　埋込領域１７，１８の不純物濃度ＮBPは、５×１０16ｃｍ-3～５×１０19ｃｍ-3の範囲
内にあり、埋込領域１７，１８の界面１１Ａからの深さＤBPは、０.１μｍ～１．０μｍ
の範囲内にある。好ましくは、不純物濃度ＮBPは、５×１０18ｃｍ-3程度であり、深さＤ

BPは、０.４μｍ程度である。
【００６４】
　Ｄ1は、トレンチ２１の底部２１Ｂから埋込領域１７までの深さ方向の距離である。距
離Ｄ1が０．１μｍ未満である場合、埋込領域１７は、トレンチ２１の底部２１Ｂに実質
的に接触する。このために、耐圧が低下する可能性がある。一方、距離Ｄ1を３．０μｍ
よりも大きくすると、ゲート絶縁膜２５への電界集中を緩和する効果が弱くなる。したが
って、距離Ｄ1の範囲は、０．１μｍ≦Ｄ1≦３．０μｍであることが好ましい。
【００６５】
　埋込領域２０の不純物濃度ＮJは、１×１０16ｃｍ-3～５×１０18ｃｍ-3の範囲内にあ
り、埋込領域２０の界面１１Ａからの深さＤJは、０．１μｍ～１．０μｍの範囲内にあ
る。好ましくは、不純物濃度ＮJは、１×１０17ｃｍ-3程度であり、深さＤBPは、０.２μ
ｍ程度である。
【００６６】
　トレンチ２１の底部２１Ｂにおけるゲート絶縁膜２５の厚さｔg1は、５０ｎｍ～５００
ｎｍの範囲内にあり、好ましくは２００ｎｍである。トレンチ２１の側壁面２１Ａにおけ
るゲート絶縁膜２５の厚さｔg2は、５０ｎｍ程度である。厚さｔg1は、厚さｔg2よりも大
きいことが好ましい。
【００６７】
　不純物濃度ＮD1，ＮD2，ＮJ，ＮBPの間には、ＮD1＜ＮD2＜ＮJ＜ＮBPの関係が成立する
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。埋込領域２０の界面１１Ａからの深さＤJと埋込領域１７の界面１１Ａからの深さＤBP

との間には、ＤJ＜ＤBPの関係が成立する。
【００６８】
　トレンチ２１の底部２１Ｂの幅をＷtrenchと表し、埋込領域１７の幅をＷBP2と表すと
、Ｗtrench＜ＷBP2の関係が成立する。さらに、埋込領域１８の幅をＷBP1と表すと、幅Ｗ

BP1および幅ＷBP2の間には、ＷBP1＜ＷBP2の関係が成立する。なお、埋込領域２０の幅Ｗ

Jは、特に限定されない。幅ＷJは、０μｍよりも大きく、かつ、炭化珪素半導体装置１に
要求される特性（耐圧、ターンオン時の抵抗値など）を達成するための適切な値に定めら
れる。
【００６９】
　次に、炭化珪素半導体装置１の動作について説明する。なお、以下の説明では、「電圧
」とは、ソース電極５０の電位を基準とした電位差を意味する。たとえばソース電極５０
の電位は、接地電位に設定される。
【００７０】
　図１には、炭化珪素半導体装置１がｎ型ＭＯＳＦＥＴである例が示される。ｎ型ＭＯＳ
ＦＥＴの場合、ドレインに正電圧が印加されたとしても、ゲート電極３０の電圧が閾値電
圧未満のときには、ＭＯＳＦＥＴは非導通状態である。
【００７１】
　図２は、本発明の実施の形態に係る炭化珪素半導体装置１のオン時の動作を説明するた
めの図である。図２に示されるように、ゲート電極３０に閾値電圧以上の電圧が印加され
たときには、チャネル１４ａが、ボディ領域１４に形成される。ドレイン電極７０には正
電圧が印加されているので、ドレイン電極７０からソース電極５０に向けて電流が流れる
。矢印によって示されるように、電流は、ドレイン電極７０から、炭化珪素基板１０、炭
化珪素エピタキシャル層１１、埋込領域２０、ドリフト領域１３、チャネル１４ａ、およ
びソース領域１５を通り、ソース電極５０へと流れる。
【００７２】
　埋込領域１７は、埋込領域１８に電気的に接続され、埋込領域１８は、ディープ領域１
６に電気的に接続される。さらに、ディープ領域１６は、ボディ領域１４に電気的に接続
されるとともに、ソース電極５０に電気的に接続される。一方、炭化珪素基板１０、炭化
珪素エピタキシャル層１１、埋込領域２０およびドリフト領域１３は、互いに電気的に接
続されるとともに、正の電圧が印加される。
【００７３】
　逆バイアス電圧がｐ型領域とｎ型領域との間に印加されることにより、空乏層が、接合
からｐ型領域およびｎ型領域の各々に拡がる。各領域の空乏層の幅は、ｐ型領域およびｎ
型領域の不純物濃度と、逆バイアス電圧とに依存する。以下では、「空乏層が拡がる側」
とは、ｐ型領域とｎ型領域とのうち、接合からの空乏層の幅が大きいほうの領域を指す。
【００７４】
　ボディ領域１４、ディープ領域１６、埋込領域１７、および埋込領域１８は第２の導電
型（ｐ型）を有し、かつ、互いに電気的に接続されている。同じく、炭化珪素基板１０、
炭化珪素エピタキシャル層１１、埋込領域２０、およびドリフト領域１３は、第１の導電
型（ｎ型）を有し、かつ、互いに電気的に接続されている。
【００７５】
　逆バイアス電圧によって、空乏層１１ａ，１３ａ，１７ａ，１７ｂが形成される。空乏
層１１ａは、埋込領域１８と炭化珪素エピタキシャル層１１との界面から炭化珪素エピタ
キシャル層１１側に拡がる。空乏層１３ａは、ドリフト領域１３とボディ領域１４との界
面からドリフト領域１３側に拡がる。空乏層１７ａは、埋込領域１７とドリフト領域１３
との界面（接合面）からドリフト領域１３側に拡がる。空乏層１７ｂは、埋込領域１７と
炭化珪素エピタキシャル層１１との界面（接合面）から炭化珪素エピタキシャル層１１側
に拡がる。
【００７６】
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　図３は、本発明の実施の形態に係る炭化珪素半導体装置１のオフ状態を説明するための
図である。図３を参照して、炭化珪素半導体装置１（ＭＯＳＦＥＴ）のオフ時には、ゲー
ト電極３０の電圧は、閾値電圧以下である。たとえばゲート電極３０の電位は、ソース電
極５０の電位に等しい。すなわちゲート電極３０の電圧は０Ｖである。
【００７７】
　炭化珪素半導体装置１のスイッチングによって、炭化珪素半導体装置１のオフ時には、
高い電圧（たとえば１２００Ｖ）がドレイン電極７０に印加されうる。空乏層１７ａ，１
３ａがともにドリフト領域１３側に拡がる。したがって、図３に例示されるように、空乏
層１３ａ，１７ａが合わさる。同じように、空乏層１１ａ，１７ｂが炭化珪素エピタキシ
ャル層１１側に拡がる。これにより、空乏層１１ａ，１７ｂが合わさる。
【００７８】
　炭化珪素エピタキシャル層１１側に形成された空乏層によって、炭化珪素エピタキシャ
ル層１１における電界集中を緩和することができる。また、ドリフト領域１３において、
ゲート絶縁膜２５の周囲の領域が空乏化されているので、ゲート絶縁膜２５における電界
集中を緩和することができる。これにより、アバランシェブレークダウンが生じたとして
も、ゲート絶縁膜２５が破壊する可能性を小さくすることができる。
【００７９】
　図４は、本発明の実施の形態に係る炭化珪素半導体装置の比較例の一部を示した断面図
である。図４を参照して、炭化珪素半導体装置１０１において、埋込領域１７は、トレン
チ２１の底部２１Ｂに接する。ターンオン時には、電流は、空乏層１７ａと空乏層１３ａ
との間にある、空乏化されていない部分を流れる。しかしながら、空乏層１７ａ，１３ａ
が、ドリフト領域１３の側に拡がるため、チャネル１４ａの近傍では、電流の流れる経路
が狭い。すなわちチャネル１４ａの近傍では、狭窄抵抗が生じる。チャネル１４ａの近傍
の抵抗値が大きいために、オン抵抗が増大する。
【００８０】
　これに対して、本発明の実施の形態によれば、埋込領域１７と、トレンチ２１の底部２
１Ｂとが離れている。したがって、炭化珪素半導体装置１のオン時のドレイン電圧によっ
て、空乏層１７ａ，１３ａがともにドリフト領域１３の側に拡がる。しかし、図４に示さ
れた構成に比べて、本発明の実施の形態では、チャネル１４ａの近傍における電流の経路
の幅が大きい。これにより、オン抵抗の増大を抑えることができる。
【００８１】
　オン抵抗の増大を抑える観点からは、トレンチ２１の底部２１Ｂから埋込領域１７まで
の距離（図１に示したＤ1）は、少なくとも０．１μｍであることが好ましい。オン抵抗
の増大を抑える観点からは、距離Ｄ1が大きいほうが好ましい。一方では、距離Ｄ1が大き
くなるほど、炭化珪素半導体装置１のオフ時において、ゲート絶縁膜２５に、ゲート絶縁
膜２５の絶縁耐圧を上回る電圧が印加される可能性が高くなる。ゲート絶縁膜２５に印加
される電界を抑制する観点からは、距離Ｄ1は３．０μｍ以下であることが好ましい。こ
のため、距離Ｄ1は、０．１μｍ≦Ｄ1≦３．０μｍであることが好ましい。
【００８２】
　ドリフト領域１３（炭化珪素エピタキシャル層１２）の不純物濃度ＮD2は、炭化珪素エ
ピタキシャル層１１の不純物濃度ＮD1よりも大きい（ＮD1＜ＮD2）。これにより、炭化珪
素半導体装置１のオン抵抗を下げることができる。埋込領域１７の不純物濃度ＮBPが不純
物濃度ＮD2よりも大きいので、ドレイン－ソース間に高電圧が印加された場合に、空乏層
１７ａがドリフト領域１３側に拡がる。この空乏層１７ａによって、ゲート絶縁膜２５に
印加される電界が著しく高くなることを抑制することができる。
【００８３】
　埋込領域１７の幅ＷBP2は、トレンチ２１の底部２１Ｂの幅Ｗtrenchよりも大きい（ＷB

P2＞Ｗtrench）。これにより、空乏層１７ａの幅も幅Ｗtrenchより大きくすることができ
るので、トレンチ２１の底部２１Ｂにおいて、ゲート絶縁膜２５に印加される電界を低減
することができる。さらに、トレンチ２１の底部２１Ｂにおけるゲート絶縁膜２５の厚さ
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ｔg1は、トレンチ２１の側壁面２１Ａにおけるゲート絶縁膜２５の厚さｔg2よりも大きい
（ｔg2＜ｔg1）。これにより、アバランシェブレークダウンが生じたときに、ゲート絶縁
膜２５に印加される電界を下げることができる。したがって、アバランシェブレークダウ
ンが生じたときに、ゲート絶縁膜２５が破壊される可能性をより小さくすることができる
。
【００８４】
　さらに埋込領域１８の幅ＷBP1は、埋込領域１７の幅ＷBP2よりも小さい（ＷBP1＜ＷBP2

）。このように幅ＷBP1および幅ＷBP2の間の関係を定義することにより、埋込領域１７の
直下の領域に比べて、埋込領域１８の直下の領域のほうが、アバランシェブレークダウン
が発生しやすい。埋込領域１８の直下の領域においてアバランシェブレークダウンが発生
した場合、ブレークダウン電流は、埋込領域１８およびディープ領域１６を経由してソー
ス電極５０へと流れる。ブレークダウン電流が、トレンチ２１の底を流れないので、ゲー
ト絶縁膜２５の破壊を防ぐ効果がより高められる。
【００８５】
　図３に示されるように、所定の高電圧（たとえば１２００Ｖ）がドレイン電極７０に印
加された場合に、埋込領域１７が完全に空乏化しないように、埋込領域１７の不純物濃度
ＮBPが定められる。さらに、ゲート電極３０の電位が０Ｖである。
【００８６】
　図５は、本発明の実施の形態に係る炭化珪素半導体装置に逆バイアス電圧が印加された
時にトレンチ２１の底部２１Ｂの近傍に印加される電圧を説明するための部分拡大図であ
る。図５に示されるように、炭化珪素半導体装置１がオフしたときには、ゲート電極３０
の電圧は０Ｖである。トレンチ２１の底部２１Ｂと埋込領域１７との間の領域が空乏化さ
れて、空乏層１７ａが形成される。空乏層１７ａ内には電位分布が生じる。一方、埋込領
域１７には、空乏化されていない部分が存在する。この部分の電圧は０Ｖである。ゲート
電極３０および埋込領域１７の空乏化されていない部分の電圧が０Ｖであるので、ゲート
電極３０から深さ方向に沿った電界強度の傾きが小さくなる。したがって、トレンチ２１
の底部２１Ｂに配置されたゲート絶縁膜２５の部分に印加される電界を小さくすることが
できる。なお、埋込領域１７が完全に空乏化した場合には、埋込領域１７の内部にも電位
分布が生じるため、ゲート電極３０から深さ方向に沿った電界強度の傾きが大きくなる。
このためトレンチ２１の底部２１Ｂに配置されたゲート絶縁膜２５の部分に印加される電
界が大きくなる。
【００８７】
　本発明の実施の形態によれば、埋込領域１７の不純物濃度ＮBPは、ドリフト領域１３の
不純物濃度ＮD2よりも大きい（ＮD2＜ＮBP）。これにより所定の高電圧（たとえば１２０
０Ｖ）がドレイン電極７０に印加された場合にも、埋込領域１７が完全に空乏化しにくく
なる。したがって、高い電界によってゲート絶縁膜２５が破壊する可能性を小さくするこ
とができる。
【００８８】
　さらに、本発明の実施の形態によれば、埋込領域２０の不純物濃度ＮJは、不純物濃度
ＮD2よりも大きい（ＮD2＜ＮJ）。これにより、炭化珪素半導体装置１のオン抵抗を下げ
ることができる。一方で、不純物濃度ＮJは、埋込領域１７の不純物濃度ＮBPよりも小さ
い（ＮJ＜ＮBP）。これにより、空乏層は、埋込領域１７と埋込領域２０との接合面から
埋込領域２０側に拡がるので、埋込領域１７が完全に空乏化しにくくなる。
【００８９】
　図６は、本発明の実施の形態に係る炭化珪素半導体装置の比較例の構成を説明するため
の部分拡大図である。図６に示されるように、空乏層１１ａ，１７ｂは炭化珪素エピタキ
シャル層１１側に拡がる。矢印は、炭化珪素エピタキシャル層１１を流れる電流を表す。
ＤJ＞ＤBPである場合には、電流の流れる経路が狭くなるので、抵抗値が高くなる。この
結果、炭化珪素半導体装置のオン抵抗は高い。
【００９０】
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　一方、本発明の実施の形態では、界面１１Ａからの埋込領域２０の深さＤJは、埋込領
域１７，１８の各々の界面１１Ａからの深さＤBPよりも小さい（ＤJ＜ＤBP）。図７は、
本発明の実施の形態に係る炭化珪素半導体装置のオン時に流れる電流を説明するための部
分拡大図である。図７に示されるように、ＤJ＜ＤBPである場合には、空乏層１１ａ，１
７ｂが炭化珪素エピタキシャル層１１側に拡がったとしても、電流の流れる経路の幅が大
きい。したがって、炭化珪素半導体装置１のオン抵抗が上昇することを抑えることができ
る。 
【００９１】
　なお、本発明の実施の形態では、トレンチ２１の形状は、図１等に示された形状に限定
されるものではない。図８は、本発明の実施の形態に係る炭化珪素半導体装置の別の構成
の例を示した断面図である。図８に示されるように、対向する２つの側壁面２１Ａは、主
面１２Ａに対して傾斜する。
【００９２】
　側壁面２１Ａは、たとえば｛０００－１｝面に対して５０度以上８０度以下傾斜した面
である。より具体的には、側壁面２１Ａは、巨視的に見て、面方位｛０－３３－８｝、｛
０－１１－２｝、｛０－１１－４｝および｛０－１１－１｝のいずれかを有し得る。なお
、「巨視的」とは、原子間隔程度の寸法を有する微細構造を無視することを意味する。こ
のように巨視的なオフ角の測定としては、たとえば、一般的なＸ線回折を用いた方法を用
い得る。上記の面を採用することによって、炭化珪素半導体装置１のオン抵抗をさらに低
減することができる。
【００９３】
　さらに、本発明の実施の形態に係る炭化珪素半導体装置１は、ＭＯＳＦＥＴであると限
定されるものではない。図９は、本発明の実施の形態に係る炭化珪素半導体装置のさらに
別の構成の例を示した断面図である。図９に示されるように、本発明の実施の形態に係る
炭化珪素半導体装置１は、ＩＧＢＴであってもよい。図９に示された構成によれば、炭化
珪素基板１０の導電型はｐ型である。この点において、図９に示されたＩＧＢＴは、図１
に示されたＭＯＳＦＥＴと相違する。
【００９４】
　炭化珪素半導体装置１がＩＧＢＴである場合にも、トレンチ２１の形状は特に限定され
るものではない。図１０は、図９に示されたＩＧＢＴの変形例を示した図である。図８お
よび図１０の比較から理解されるように、ＩＧＢＴのトレンチ２１は、主面１２Ａに向か
ってテーパ状に拡がるように形成され、対向する２つの側壁面２１Ａを有していてもよい
。２つの側壁面２１Ａは、たとえば｛０００－１｝面に対して５０度以上８０度以下傾斜
した面であり、上記の面方位｛０－３３－８｝、｛０－１１－２｝、｛０－１１－４｝お
よび｛０－１１－１｝のいずれかを有し得る。
【００９５】
　さらに、上記の説明では、第１の導電型はｎ型であり、第２の導電型はｐ型であるが、
第１の導電型がｐ型であり、第２の導電型がｎ型であってもよい。
【００９６】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なものではないと考え
られるべきである。本発明の範囲は上記した実施の形態ではなく特許請求の範囲によって
示され、特許請求の範囲と均等の意味、および範囲内でのすべての変更が含まれることが
意図される。
【符号の説明】
【００９７】
１，１０１　炭化珪素半導体装置
１０　炭化珪素基板
１０Ａ，１０Ｂ，１２Ａ　主面
１１，１２　炭化珪素エピタキシャル層
１１Ａ　界面
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１１ａ，１３ａ，１７ａ，１７ｂ　空乏層
１３　ドリフト領域
１４　ボディ領域
１４ａ　チャネル
１５　ソース領域
１６　ディープ領域
１６Ｂ　底部（ディープ領域）
１７，１８，２０　埋込領域
２１　トレンチ
２１Ａ　側壁面
２１Ｂ　底部（トレンチ）
２５　ゲート絶縁膜
３０　ゲート電極
４０　層間絶縁膜
５０　ソース電極
７０　ドレイン電極
Ｄ1　距離
ＤBP，ＤJ　深さ
ＮBP，ＮD1，ＮD2，ＮJ　不純物濃度
ＷBP1，ＷBP2，ＷJ，Ｗtrench　幅
ｔ1，ｔ2，ｔg1，ｔg2　厚さ

【図１】 【図２】
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